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(57)【要約】
【課題】
水栓本体側に向けた意図しない吐水により水栓本体やそ
の周囲を濡らしてしまうことのない水栓を提供する。
【解決手段】
　取付面に固定する基端部と、前記基端部より上方に起
立するとともに斜め上方に傾斜した支持部と、前記支持
部の前側端部に接続され、前記支持部の傾斜に合わせて
上方に傾斜した吐水部と、を備えた水栓であって、前記
吐水部は孔径の小さい複数の散水孔を有するシャワー吐
水口を有し、前記シャワー吐水口の基端部側に、前記水
栓の吐水方向に突出する形状からなる水伝い防止突起を
備え、吐水部のうち前記水伝い防止突起と前記散水孔と
の間に、前記水伝い防止突起と前記散水孔との間に水膜
が生じることを妨げる水膜形成防止部を有することを特
徴とする水栓を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付面に固定する基端部と、
前記基端部より上方に起立するとともに斜め上方に傾斜した支持部と、
前記支持部の前側端部に接続され、前記支持部の傾斜に合わせて上方に傾斜した吐水部と
、を備えた水栓であって、
前記吐水部は孔径の小さい複数の散水孔を有するシャワー吐水口を有し、
前記シャワー吐水口の基端部側に、前記水栓の吐水方向に突出する形状からなる水伝い防
止突起を備え、
吐水部のうち前記水伝い防止突起と前記散水孔との間に、前記水伝い防止突起と前記散水
孔との間に水膜が生じることを妨げる水膜形成防止部を有することを特徴とする水栓。
【請求項２】
　前記水膜形成防止部は、前記散水孔と前記水伝い防止突起の間の表面から凸状に突出し
た突出部であり、前記突出部の突出高さは、前記散水孔から前記水伝い防止突起の先端に
向かう仮想線よりも低いことを特徴とする請求項１に記載の水栓。
【請求項３】
　前記水膜形成防止部は、前記散水孔と前記水伝い防止突起の間の表面を凹状にへこませ
た陥没部であることを特徴とする請求項１に記載の水栓。
【請求項４】
　前記水膜形成防止部および前記水伝い防止突起は、前記シャワー吐水口と一体に設けら
れていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一つに記載の水栓。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、孔径の小さい複数の散水孔を有する水栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　孔径の小さい複数の散水孔を有する、傾斜したシャワー吐水口を備えた水栓において、
シャワー吐水口から水栓本体に水伝いが起こることを防止するため、散水板から突出した
形状の水伝い防止部（以下水伝い防止突起）を、吐水口より水栓本体側に位置するよう配
設した水栓が知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２５７０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述の水栓を用いれば、シャワー吐水口から水栓本体に水伝いが起こることを防止する
ことができるが、水伝い防止突起があることによって散水孔からの吐水が水伝い防止突起
の方に引っ張られて、水栓本体側に向けて意図しない吐水が起こり、水栓本体やその周囲
を濡らしてしまうことが懸念される。
　より具体的には、吐水を開始した際や流量調整などで吐水量を増加させた際に、水伝い
防止突起から伝い落ちていた水が、散水孔から正しく吐水されたときの方向に徐々に変位
していくが、この変位の速さと水の表面張力とのバランスにおいて、水の表面張力が維持
されると、水伝い防止突起と散水孔との間に、散水孔と、水伝い防止突起の根元と、水伝
い防止突起の先端と、を頂点とした略三角形状の水膜が生じる可能性がある。水膜が生じ
た場合、この水膜と、水伝い防止突起と、によって、散水孔から吐水された水の流線が引
っ張られ、水伝い防止突起の先端に向けて、水膜に沿って吐水され、水伝い防止突起の先
端に達した吐水は、そのまま水伝い防止突起の先端を越えて水膜に沿った角度で吐水され
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る。
　水伝い防止突起は散水孔よりも水栓本体側に配設されているので、水膜に沿った角度で
吐水されると、水栓本体に向けて吐水されることになり、水栓本体やその周囲を濡らして
しまうことになる。
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、前述のような水栓本体側に向け
た意図しない吐水により水栓本体やその周囲を濡らしてしまうことのない水栓を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明によれば、取付面に固定する基端部と、
前記基端部より上方に起立するとともに斜め上方に傾斜した支持部と、前記支持部の前側
端部に接続され、前記支持部の傾斜に合わせて上方に傾斜した吐水部と、を備えた水栓で
あって、前記吐水部は孔径の小さい複数の散水孔を有するシャワー吐水口を有し、前記シ
ャワー吐水口の基端部側に、前記水栓の吐水方向に突出する形状からなる水伝い防止突起
を備え、吐水部のうち前記水伝い防止突起と前記散水孔との間に、前記水伝い防止突起と
前記散水孔との間に水膜が生じることを妨げる水膜形成防止部を有することを特徴とする
。
これにより、吐水を開始した際や流量調整などで吐水量を増加させた際に起こる水伝い防
止突起と散水孔との間の水膜の形成を防止でき、散水孔からの吐水が水伝い防止突起の方
に引っ張られて、水栓本体側に向けて意図しない吐水が起こり、水栓本体やその周囲を濡
らしてしまうことを防止することができる。
【０００７】
　また、請求項２記載の発明によれば、前記水膜形成防止部は、前記散水孔と前記水伝い
防止突起の間の表面から凸状に突出した突出部であり、前記突出部の突出高さは、前記散
水孔から前記水伝い防止突起の先端に向かう仮想線よりも低いことを特徴とした。
　これにより、突出した水膜形成防止部の下流の水流にできる流れが、水流を吐水部表面
から引き剥がすように働き、水膜形成を確実に防止することができる。さらに水膜形成防
止部である突出部の突出高さが前記水伝い防止突起の突出高さよりも低いため、水伝い防
止突起で起こる現象と同様に散水孔からの吐水が水膜形成防止部である突起に引っ張られ
て、水栓本体側に向けて意図しない吐水が起こった場合でも、水伝い防止突起が吐水をさ
えぎり、水栓本体やその周囲を濡らしてしまうことを防ぐことができる。
【０００８】
　また、請求項３記載の発明によれば、前記水膜形成防止部は、前記シャワー吐水口と水
伝い防止突起の間の表面の一部を凹状にへこませた陥没部であることを特徴とした。
　これにより、水膜形成防止部である陥没部にできる流れが、水流を吐水部表面から引き
剥がすように働き、水膜形成を確実に防止することができる。
【０００９】
　また、請求項４記載の発明によれば、請求項１乃至３記載のいずれか一つの発明の実施
形態において、前記水膜形成防止突起および水伝い防止突起は、前記シャワー吐水口と一
体に設けられていることを特徴とした。
　これにより、水膜形成防止部、水伝い防止突起を安価に形成することができ、さらに別
体で構成した場合に生じる部品間の隙間等をなくすことができ、衛生的にこれらを構成す
ることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　水栓本体側に向けた意図しない吐水により水栓本体やその周囲を濡らしてしまうことの
ない水栓が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明の第一実施形態における水栓の模式斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態による水栓のシステムキッチンへの設置状態を例示した模
式斜視図である。
【図３】本発明の第一実施形態による水栓の吐水部を例示するための模式図である。
【図４】本発明の第一実施形態による水栓の吐水部の側断面図である。
【図５】本発明の第一実施形態による水栓における吐水状態を示す模式図である。
【図６】本発明の第二実施形態における水栓の吐水部の模式図である。
【図７】本発明の第二実施形態による水栓の吐水部の側断面図である。
【図８】本発明の第二実施形態による水栓における吐水状態を示す模式図である。
【図９】本発明の実施形態における変形例を示す模式図である。
【図１０】本発明の実施形態における変形例を示す模式図である。
【図１１】本発明の実施形態における変形例を示す模式図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。なお、各図面中、同
様の構成要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
　図１は、本発明の第一実施形態における水栓の模式斜視図である。図１に示すように本
発明の第一実施形態における水栓１０は、吐水温度、吐止水ならびに吐水量の調整を単一
の操作レバー１０２で操作するいわゆるシングルレバー混合栓であって、その構成は、主
としてシングルレバー混合栓を構成する水栓本体１０１と、前記水栓本体より上方に起立
するとともに斜め上方に傾斜したスパウト１０３と、スパウト１０３に接続された吐水部
１０４で構成されている。
【００１３】
　水栓本体１０１は、給水給湯設備に接続され、シングルバルブを内蔵している。
【００１４】
　スパウト１０３は水栓本体１０１に回転自在に取付けられ、水栓本体１０１より上方に
起立するとともに斜め上方に傾斜している。スパウト１０３の内部は空洞状になっており
、内部は通水可能となっている。
【００１５】
　吐水部１０４はスパウト１０３と同軸に、傾斜角度を保った状態で取付けられており、
内部は通水可能となっている。
【００１６】
　図２は、本発明の第一実施形態による水栓のシステムキッチンへの設置状態を例示した
模式斜視図である。システムキッチン３０は、シンク３０１と、カウンター３０２を備え
ている。また、システムキッチン３０には、カウンター３０２の左側方および右側方の少
なくともいずれかに延在する調理台（図示せず）を備えていてもよい。
【００１７】
　水栓１０は、使用者から見てシンク３０１の奥側、すなわちシステムキッチン３０の後
方で、かつカウンター上面３０３に設置されている。水栓１０の水栓本体１０１、すなわ
ちカウンター３０２に取り付けられている近傍の部分は、カウンター上面３０３に対して
垂直になるように設けられている。そして、所定の寸法よりも上方に位置するスパウト１
０３は、カウンター上面３０３に対して傾斜して設けられている。この場合、傾斜角度θ
は、例えば、カウンター上面３０３に対して４０°程度とすることができる。傾斜したス
パウト１０３に吐水部１０４が同軸に、傾斜角度を保った状態で接続されており、吐水部
には、シンク３０１に向かってシャワー吐水口１０５が設けられている。すなわち、シャ
ワー吐水口１０５はカウンター上面３０３に対して４０度程度傾斜し、かつシンクに向か
って設けられている。そのため、シャワー吐水口１０５からシンク３０１にカウンター上
面３０３に対して傾斜した方向に吐水流を放出する。また、シャワー吐水口１０５の下方
には、水伝い防止突起１０６が、シンク３０１の上方に位置するよう設けられている。そ
のため、シャワー吐水口１０５から少量を吐水させたときに吐水部１０４の表面を流れ落
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ちる水流（水伝い）を水伝い防止突起１０６からシンク３０１に伝い落とすことができ、
水栓本体１０１に水伝いが起こることを防止することができる。
【００１８】
　図３は、本発明の第一実施形態による水栓の吐水部を例示するための模式図、図４は本
発明の第一実施形態による水栓の吐水部の側断面図である。
　吐水部１０４は孔径の小さい複数の散水孔１１０が形成されたシャワー吐水口１０５と
、シャワー吐水口１０５の下方に、水伝い防止突起１０６、シャワー吐水口１０５と水伝
い防止突起１０６の間の吐水部１０４の表面には水膜形成防止部１０７を備えている。吐
水部１０４の内部は空洞状になっており、スパウト１０３から供給された水をシャワー吐
水口１０５に導く通水路１０８を構成している。
【００１９】
　図１乃至４に示す水栓１０においては、シャワー吐水口１０５の下部に、吐水部１０４
の表面に対して略垂直方向に突出した水伝い防止突起１０６を設けている。水伝い防止突
起１０６は、吐水部と一体で設けられている。水伝い防止突起の下面１０６aはシャワー
の吐水方向に突出して延びており、吐水部１０４をスパウト１０３に接続した状態では、
水平面に対して、水伝い防止突起の先端１０６ｂが重力方向側を向くように傾斜している
。このため、少量の水を吐水させたとき吐水部表面を伝っていく水は先端１０６ｂから流
れ落ち、先端１０６ｂより下方の水伝いが防止できる。
【００２０】
　図１乃至４に示す水栓１０においては、シャワー吐水口１０５と水伝い防止突起１０６
の間に水膜形成防止部１０７を設けている。本発明の第一実施形態による水栓の水膜形成
防止部１０７は、吐水部１０４の表面の一部を凸状に盛り上げた突出部１０７ａであり、
突出部１０７ａの突出高さH１０７ａは前記水伝い防止突起１０６の突出高さH１０６より
も低い。
【００２１】
　図５（ａ）乃至（ｄ）は水栓１０において吐水を開始した際や流量調整などで少量の水
が吐水されているときから、吐水量が増加し、水流９００が散水孔１０６から正しく吐水
されたときの方向に変位するまでの吐水状態を示す模式図である。図５（ａ）は、水栓１
０において吐水を開始した際や流量調整などで少量の水が吐水されている状態、図５（ｄ
）は吐水量が増加し水流９００が散水孔１０６から正しく吐水された状態、図５（ｂ）、
図５（ｃ）はその変位過程を示し、吐水量は図５（ａ）＜図５（ｂ）＜図５（ｃ）＜図５
（ｄ）である。水栓１０において、吐水を開始した際や流量調整などで少量の水が吐水さ
れているとき、水流９００は水膜形成防止部１０７の表面をなぞるように通過し水伝い防
止突起１０６から伝い落ちる状態となる（図５（ａ））。そこから吐水量を増加させてい
くと、吐水部表面を伝い落ちる水流９００の流量が増すとともに、水流９００が水膜形成
防止部１０７を乗り越える際に、水膜形成防止部１０７の突出部１０７ａの下流には吐水
部表面から離れる向きの流れ９０１が発生する（図５（ｂ））。吐水量が増えるにしたが
って、水流９００は散水孔１１０から正しく吐水されたときの方向に徐々に変位する。一
方で吐水部表面から離れる向きの流れ９０１も強くなり、その働きが吐水部表面１０４ａ
の表面張力よりも大きくなると水流９００は吐水口表面１０４ａから引き剥がされ（図５
（ｃ））、さらに流量が増加すると水流９００は散水孔１１０から正しく吐水されたとき
の方向に完全に変位する（図５（ｄ））。ここでは水膜形成防止部１０７を設けない場合
に、吐水を開始した際や流量調整などで吐水量を増加させた際に発生する、散水孔と、水
伝い防止突起の根元と、水伝い防止突起の先端と、を頂点とした略三角形状の水膜が形成
されず、つまり水膜の形成を防止でき、散水孔からの吐水が水伝い防止突起の方に引っ張
られて、水栓本体側に向けて意図しない吐水が起こり、水栓本体やその周囲を濡らしてし
まうことを防止することができる。
【００２２】
　図５（ｅ）は、図５（ｃ）の状態から図５（ｄ）の状態に変位する過程で、水伝い防止
突起で起こる現象と同様に散水孔からの吐水が水膜形成防止部である突起に引っ張られた



(6) JP 2012-207409 A 2012.10.25

10

20

30

40

50

状態の模式図である。この場合、散水孔１１０から水伝い防止突起１０６の先端に向かう
仮想線よりも、水膜形成防止部である突出部１０７ａの突出高さＨ１０７ａの方が低いた
め、水膜形成防止部１０７に引っ張られた吐水は水伝い防止突起１０６に衝突し、水伝い
防止突起１０６から伝い落ちる状態となる。これにより、水伝い防止突起で起こる現象と
同様に散水孔からの吐水が水膜形成防止部である突起に引っ張られた場合でも、水栓本体
やその周囲を濡らしてしまうことを防ぐことができる。
【００２３】
　図６は、本発明の第二実施形態による水栓の吐水部を例示するための模式図、図７は本
発明の第二実施形態による水栓の吐水部の側断面図である。図６、図７に示すように本発
明の第二実施形態における水栓２０は、第一実施形態と異なり、水膜形成防止部をシャワ
ー吐水口１０５と水伝い防止突起１０６の間の表面の一部を凹状にへこませた陥没部１０
７ｂとしている。
【００２４】
図８（ａ）乃至（ｄ）は水栓２０において吐水を開始した際や流量調整などで少量の水が
吐水されているときから、吐水量が増加し、水流９００が散水孔１１０から正しく吐水さ
れたときの方向に変位するまでの状態を示す模式図である。図８（ａ）は、水栓２０にお
いて吐水を開始した際や流量調整などで少量の水が吐水されている状態、図８（ｄ）は吐
水量が増加し水流９００が散水孔１１０から正しく吐水された状態、図８（ｂ）、図８（
ｃ）はその変位過程を示し、吐水量は図８（ａ）＜図８（ｂ）＜図８（ｃ）＜図８（ｄ）
である。水栓２０において、吐水を開始した際や流量調整などで少量の水が吐水されてい
るとき、水流９００は水膜形成防止部である陥没部１０７ｂの表面をなぞるように通過し
水伝い防止突起１０６から伝い落ちる状態となる（図８（ａ））。そこから吐水量を増加
させていき、吐水部表面を伝い落ちる水流９００の流量が増し、水流９００の厚みが増し
て行くと、水膜形成防止部である陥没部１０７ｂを経由せず、通過する流れ９０２が生じ
る。水流９０２は陥没部１０７ｂの表面に対して離れる方向となる。（図８（ｂ））。吐
水量が増えるにしたがって、陥没部１０７ｂを通過する流れ９０２も強くなり、その働き
が陥没部１０７ｂの表面張力よりも大きくなると水流９００は陥没部１０７ｂから引き剥
がされ（図８（ｃ））、さらに流量が増加すると水流９００は散水孔１１０から正しく吐
水されたときの方向に変位する（図８（ｄ））。この場合にも、水膜形成防止部１０７を
設けない場合に、吐水を開始した際や流量調整などで吐水量を増加させた際に発生する、
散水孔と、水伝い防止突起の根元と、水伝い防止突起の先端と、を頂点とした略三角形状
の水膜が形成されず、つまり水膜の形成を防止でき、散水孔からの吐水が水伝い防止突起
の方に引っ張られて、水栓本体側に向けて意図しない吐水が起こり、水栓本体やその周囲
を濡らしてしまうことを防止することができる。
　また、水栓２０においては、水膜形成防止部が陥没部であるため、散水孔からの吐水が
水膜形成防止部に引っ張られることがない。
【００２５】
　図９は、シャワー吐水口、水だれ防止突起、水膜形成防止部を別体で構成した場合の吐
水口の模式図である。このように、シャワー吐水口４０５、水だれ防止突起４０６、水膜
形成防止部４０７を別体で構成しても良いが、この場合、それぞれの部品間の隙間に汚れ
が溜まるなど不衛生となる可能性がある。一方、図１乃至８に示す水栓１０および水栓２
０ではシャワー吐水口、水だれ防止突起、水膜形成防止部を一体で構成しているため、部
品点数が少なくなり、水膜形成防止部、水伝い防止突起を安価で形成でき、また、別体で
構成した場合に生じる部品間の隙間等をなくすことができ、衛生的にこれらを構成するこ
とができる。
【００２６】
　なお、水栓の形状は例示したものに限定されるわけではなく、少なくともシャワー吐水
口がカウンター上面（シンクの底面）に対して傾斜した形状であればよい。散水孔の配列
や数も適宜変更することができる。水伝い防止突起の形状も例示したような吐水部表面に
対して略垂直方向に突出した形状に限らず、すくなくとも散水板から突出した形状であれ
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ば別の形状でもよく、例えば図１０のように吐水部に対して斜め下方に突出した形状でも
よい。また、シャワー吐水口も図１乃至８に示すように吐水部と一体としても、図１１に
示すようにシャワー吐水口を吐水部と別体に構成しても良い。
【符号の説明】
【００２７】
１０、２０　水栓
１０１　水栓本体
１０２　レバー
１０３　スパウト
１０４　吐水部
１０４ａ　吐水部表面
１０５、４０５　シャワー吐水口
１０６、４０６　水伝い防止突起
１０７、１０７ａ、１０７ｂ、４０７　水膜形成防止部
１０８　通水路
１１０　散水孔
３０　システムキッチン
３０１　シンク
３０２　カウンター
３０３　カウンター上面
９００、９０１、９０２　水流
Ｈ１０６　水伝い防止突起高さ
Ｈ１０７　水膜形成防止部高さ
θ　傾斜角度、

【図１】 【図２】
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